
金融円滑化対応支援サービス（金融機関向け）
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2009年11月30日に「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が

成立し、それを受けて関係法令の制定、監督指針および金融検査マニュアルの改定が行われま

した。法律および関係法令は2009年12月4日より施行、改定監督指針及び金融検査マニュアルも

同日より適用（金融機関の態勢整備に関する部分は2010年2月1日より施行または適用）となりま

す。したがって、金融機関として早期の対応が必要になると考えられます。
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当局は、金融機関からの報告を取りまとめて公表する

 監督指針を改定
 検査マニュアルを改定

- 金融円滑化編の新設
- 貸出条件緩和債権の
要件改定

 中小企業融資・経営改
善支援への取り組み状
況を重点的に検査・監
督政府は、信用保証制度の充実等を図る

金融機関に対し
○ 貸付条件変更等を行う努力義務を課す
○ 金融円滑化の体制整備を求める
○ 金融円滑化の説明書類の開示を求める
○ 金融円滑化の実施状況と体制整備状況の当局

への報告を求める

検査・監督上の措置

最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における、わが国の中小企業者および住宅資金借入

者の債務の負担状況にかんがみ、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配慮しつつ、

中小企業および住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るという政策目的から、「中小企業

等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」が成立しました。本法および関連

法令により、金融機関は、中小企業または住宅ローンの借り手からの申し込みに対し、できる限り、

貸付条件の変更等の措置をとるよう努める義務を負うことになります。また、併せて、その実効性

を確保するために、金融機関に体制整備や開示等の義務を課すほか、監督指針や検査マニュア

ルが改定され、中小企業向け債権について不良債権に該当しない要件を拡充するなどの措置が

講じられています。さらに、中小企業融資および経営改善支援への金融機関の取り組み状況につ

いて、重点的に検査・監督を行うこととなり、開示および当局報告に虚偽があった場合の罰則規定

も設けられ、金融機関として早期に金融円滑化への対応が求められています。

あらた監査法人では、金融機関の外部監査、金融機関に対する規制対応に関するアドバイザ

リー業務に精通した専門家を擁しており、早期に対応が迫られている金融機関の金融円滑化に

関する支援サービスを提供します。



あらた監査法人が提供する金融円滑化対応支援サービスあらた監査法人が提供する金融円滑化対応支援サービス

◆金融検査マニュアルに基づく、金融円滑化管理態勢のレビュー

・金融検査マニュアルに基づき、規制当局が求めている金融円滑化管理態勢（開示および当局への報告

体制を含む）が整備されているか、外部第三者としてレビューを実施し、その態勢整備を確実なものとする

支援を行います。

◆金融円滑化管理態勢の整備支援

・金融円滑化管理方針・規程・マニュアル等の整備（関連する既存の方針・規程・マニュアル等と金融検査

マニュアルで策定が求められる事項とのマッピング等も含む）、組織体制に関する整備、開示および当局へ

の報告等の態勢整備に関する全般的な支援を行います。

◆金融円滑化管理に関する内部監査の実施支援

・金融円滑化管理について内部監査の対象とすることが求められています。あらた監査法人では、金融機

関の内部監査部門に対して、監査すべき事項の特定、実施対象となる項目の決定、実施手順の決定と

いった内部監査プログラムの作成、実行等の内部監査に関する実施支援を行います。

お問い合わせ先
あらた監査法人
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各金融機関におかれましては、金融円滑化は、金融機関としての本来の役割のひとつであるこ

とから、以前より、主要な課題として取り組んできているものと思います。しかし、今回の制度化に

より、金融機関としてその方針を明確にし、実効性のある管理態勢を構築することが求められてい

ます。あらた監査法人は、今後の制度の動向をキャッチアップしながら、当該対応に関して次の支

援サービスを提供します。

◆中小企業の事業再生支援サービス

・金融円滑化への対応において、債務者に対する経営相談・経営指導および経営改善に関する支援への

取り組みが求められています。あらた監査法人をはじめとしたPwC Japan が提供する事業再生支援サー

ビスは、財務デューデリジェンスの実施、経営改善計画・スキームの立案支援等、再生プロセスにおけるあ

らゆる局面で、企業を支援します。高いスキルと豊富な経験を持つPwC Japan の専門スタッフが、実行可

能で効果的な解決策の策定に欠かせないノウハウを提供します。

Tel：090-6491-0484Email： takeshi.shiba@jp.pwc.com柴 毅（パートナー）

Tel：090-6491-4397Email： takuei.maruyama@jp.pwc.com丸山 琢永（パートナー）

リスク・コントロール・ソリューション部

Tel：090-6517-4558Email：shuichiro.tanaka@jp.pwc.com田中 秀一郎（シニア・マネージャー）

Tel：080-3254-6957Email： ryutaro.ohtsuji@jp.pwc.com大辻 竜太郎（シニア・マネージャー）

Tel：090-6486-5332Email： kazuaki.ohki@jp.pwc.com大木 一昭（パートナー）

フィナンシャル・サービス・アシュアランス部


